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1．はじめに 
 
シアン化合物を含有することが知られている天然の食

品およびその加工品については、厚生労働省通知により製

造所・販売所等に対して自主検査の実施が指導されている

が、適切に実施されているかは不明である。シアン化合物

は低濃度であっても当該含有食品を大量に摂取すること

によって健康に被害をもたらすことも危惧される 1）,2）。 

シアン化合物の検査方法は、厚生労働省通知に記載され

ているタピオカでん粉を対象とした公定法を用いる 3）。食

品中に含有しうるシアン配糖体には、タピオカでん粉に含

まれるリナマリンの他にも、アミグダリン、プルナシンな

どがあるため、今回、アミグダリンを含有する杏子やビワ

の種子を使用した加工食品を試料として、タピオカでん粉

を対象とした公定法で検査が可能か検討したので報告す

る。 
 

２．試験方法 
 
２．１ 試料 

自主検査の対象のうち 4 食品（杏子の種子、ビターアー

モンド、キャッサバ、ビワ種子）の代用品として、市場に

流通する次の食品を試料として用いた。 

①杏仁霜(きょうにんそう：糖類、甜杏仁、コンスターチ

等を含む杏仁豆腐の原材料） 
②アーモンド粉末(生) (生アーモンドプードル） 

③タピオカでん粉(球状の乾燥加工品）※コーヒーミルを

用いて粉砕したもの 

④ビワ種子粉末(枇杷種粉末） 

 

２．２ 機器 

分光光度計：日立製作所製 U-1900 
蒸留装置：桐山製 フッ素イオン水蒸気蒸留装置  

恒温水槽：ヤマト科学 BT47 
 

２．３ 試薬および標準液の調製 

公定法に示す方法に準じて調製した。酵素溶液は、シア

ン配糖体のリナマリンを分解するリナマラーゼ酵素、およ

びアミグダリン、プルナシンを分解するエルムシン酵素

(β-グルコシダーゼ(アーモンド由来))を加え、各 10U/mL
の混合液を調製した。定量に用いる検量線用標準溶液は、

シアン標準溶液(10μg/mL)を 0.033%水酸化カリウム溶液

で希釈し、0.05、0.1、0.2、0.5、1μg/mL に調製した。 

 

２．４ 試験操作方法 

公定法に準じて実施した。試験操作方法を図 1 に示す。 

ただし、以下の事項を実施した。試料を 500mL フラス

コに入れて水蒸気蒸留する際、フラスコ内部での突沸を防 

ぐため消泡剤としてシリコーン樹脂(食品添加物検査用)

を 5、6 滴添加した(図 2)。また、留液の捕集は、1%水酸

化カリウム溶液 5mL 中で行うため冷却器の先端からに吹

き込まれたシアン化水素が漏れないように受器と連結す

る冷却器の隙間をアルミ箔で覆い固定した(図 3)。吸光度

測定は、ピリジンカルボン酸・ピラゾロン溶液による発色

操作後、次第に吸光度が減少することから 1時間以内に測

定した 4）。なお、検液が濁った場合は、PTFE 製フィルタ

ー(0.45μm)でろ過した(図 4)。 

 

２．５ 添加回収試験 

添加回収試験は標準溶液として遊離シアンを用いるこ

とから 2.4 の試験操作方法のうち、リナマラーゼ・エルム

シン酵素溶液の添加、および、水浴中で 4 時間放置する酵

素処理を省略し、各試料にシアン標準溶液(10μg/mL)を試

料 15ｇ(n=5)に 10μg/g になるよう添加し、クエン酸緩衝

液 200mL(pH5.9)と精製水 100mLを加えて水蒸気蒸留を

開始した。回収率は、遊離シアン添加試料の試験結果から、

遊離シアンを添加していない試料を同様に操作して得ら

れた結果を差し引いて計算した。 

 

２．６ 試料の測定 

各試料の測定は、2.4 の試験操作方法のとおり実施した。

試料中のシアン化合物の濃度は、試料を加えずリナマラー

ゼ・エルムシン酵素溶液のみ添加して同様に操作して得ら

れた酵素溶液由来のシアン濃度を差引いて算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 
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加温（水浴中、40℃、40分間）

測定

留液10mL

発色操作

リン酸緩衝液5mL
クロラミンT1 mL
放置（20～25℃、5分間）

ピリジンカルボン酸・ピラゾロン溶液5mL

吸光度640nm

酵素処理

密栓放置（水浴中40℃、4時間）

留液が150mLになるまで蒸留

試料15g

クエン酸緩衝液200mL（pH5.9）
酵素溶液2mL
（リナマラーゼ・エルムシン各20ユニット）

水100mL

水蒸気蒸留

受器に1%水酸化カリウム溶液5mL

図 1 シアン化合物の試験法 
 



 
 

３．結果および考察 
 

３．１ 添加回収試験 

各試料の回収率の結果は、杏仁霜：90.0±4.7％、アーモ

ンド粉末(生)：100.7±3.9％、タピオカでん粉：83.0±4.1%、

ビワ種子粉末：72.7±4.4%であり概ね良好な結果であった

（表 1）。 

試料に遊離シアンを添加しないで同様に操作した試料

中の既存シアン化合物の濃度は、アーモンド粉末(生)とビ

ワ種子粉末中の既存シアン化合物が予想より高く検出し

た（表 2）。これは食品由来の酵素によるものと考える。 

 

表 1 添加回収試験結果 
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試料 回収率(%) 平均(%)

杏仁霜

 
 

表 2 試料中の既存シアン化合物 
試料

杏仁霜

アーモンド粉末(生)
タピオカでん粉
ビワ種子粉末

既存シアン化合物(μg/g)
0.53
2.14
0.56
4.41  

 

３．２ 試料の測定結果 

各試料中に含まれるシアン化合物の濃度は、杏仁霜：

1.6μg/g、アーモンド粉末(生)：3.9μg/g、タピオカでん粉：

0.5μg/g 未満、ビワ種子粉末：24.5μg/g であった（表 3） 。
吸光度測定においてビワ種子粉末の測定値(2.14μg/mL)が
検量線上限を超えたため留液を 0.033%水酸化カリウム溶

液で 5 倍希釈後、ピリジンカルボン酸・ピラゾロン溶液に

よる発色操作後に再度測定した。 

 

表 3 試料の測定結果 

タピオカでん粉を対象とした公定法に記載するリナマ

ラーゼ酵素を用いたタピオカでん粉中のシアン化合物は

検出限界値未満であったが、エルムシン酵素を加えること

で杏子、アーモンド粉末(生)およびビワの種子中のシアン

化合物が、既存シアン化合物(表 2)より上回って検出した

ことから、食品中に含まれるアミグダリンなども検査が可

能と確認した。 

アーモンドの結果について、ビターアーモンドはほとん

ど流通しておらず、今回代用として一般的に流通している

スイートアーモンドを用いた。スイートアーモンドは自主

検査対象食品に含まれていないが、シアン化合物は今回

3.9μg/g 検出されており、基準値 10ppm を超えて検出した

事例の報告もあることから製造所・販売所等において自主

検査が必要と思われた 6）。 

ビワ種子粉末の結果は、シアン化合物の基準値 10ppm
を超えた。表示に記載してある 1 日の摂取量(スプーン 1
杯程度(約 3g))を参考にすると、一般平均体重 60kg のヒ

トの推定経口摂取量は、1.2μg/kg 体重(=24.5μg/g×3g÷  

60kg 体重）となる。この値は、欧州食品安全機構（EFSA）

が、ヒトが一度に食べたときに影響が生じられるおそれが

ない摂取量として設定した急性参照量（ARfD）20μg/kg
体重（青酸換算量）と比べると 17 分の 1 にすぎないが、

誤った摂取方法や個人差を考慮すると健康に影響がない

とは言い切れないと考える 2）。 

これらのことから、今回の検討を踏まえ食品中のシアン

化合物の分析に係る標準実施作業書を作成し、県民の食と

安全のために食品の衛生対策に資することは重要である

と考えられた。 

 

４．まとめ 
 

タピオカでん粉を対象とした公定法を用いて自主検査

の対象食品を含めた 4 食品を対象に添加回収試験を実施

したところ、概ね良好な結果であった。また、該当 4 食品

について当センターにおいて検査が可能かについても検

討した結果、リナマラーゼ酵素とエルムシン酵素を用いる

ことによって検査が可能であると確認できた。 
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試料
杏仁霜

アーモンド粉末(生)
タピオカでん粉
ビワ種子粉末

3.9
＜0.5
24.5

試料中の濃度(μg/g)
1.6


